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 ９月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和６年９月２７日（金） 

開 催 日 時 午後３時１5 分 

開 催 場 所 別館３階大会議室 

出 席 委 員 

教 育 長  江嶋  久典 

委   員   諌本  憲司 

委   員  佐々木 美徳 

職務代理者  木下  靖郎 

委   員  古田 嘉寿美 

委   員  荒川 富士子 

出 席 参 与 
教 育 次 長 瀬口 英隆 

学 校 教 育 課 長 阿部 一徳 

教 育 総 務 課 長 伊藤 恭子 

スポーツ振興課長 古城 智浩 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹(総括) 渡辺 寛幸 

附 議 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第47号 日田市みどりの給付型奨学金に関する条例施行規則

の制定について 

議案第48号 日田市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則及

び日田市教育委員会に対する事務委任規則の一部改

正について 

議案第49号 日田市教育委員会文書取扱規程の一部改正について 

議案第50号 日田市立学校いじめ問題調査委員会委員の委嘱につ

いて 

報告第17号 マイナビ ツール・ド・九州２０２４について 

報告第18号 行政職員の人事異動について 
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ただいまから９月定例教育委員会を開催いたします。 

初めに、８月定例教育委員会の議事録の確認でございますが、

変更はありませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

ご了解いただけましたら、本会議終了後に署名をお願いいたし

ます。 

続きまして、教育長の一般報告につきましては、お手元に配付

しております資料により報告とさせていただきます。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。議案第４７号につ

いて説明をお願いします。 

 

議案第４７号 日田市みどりの給付型奨学金に関する条例施行

規則の制定についてでございます。 

議案集の１ページをお願いいたします。 

本案は、昨日、閉会を迎えました日田市議会第３回定例会にお

いて可決いたしました「日田市みどりの給付型奨学金に関する条

例」の施行に当たり、所要の措置を講ずるものでございます。 

９ページをお願いいたします。 

２に制定の主な内容について記載をさせていただいておりま

す。まず本則でございますが、第２条には、奨学金の給付対象者

であることの認定について定めております。 

第３条には、申込手続に必要な書類について定めておりまし

て、申込書のほか、学校長の推薦調書と学業成績証明書、その他

同居世帯の住民票の写し、所得証明書、市税完納証明又は滞納の

ない証明書を添付していただくこととしております。 

なお、この添付書類につきましては、貸与型の日田市奨学資金

の提出書類と同じものとなりますので、実際の申請受付時には、

貸与型と併願する方につきましては、貸与型と合わせて一部のみ

ご提出いただければいいということで対応したいと考えておりま

す。 

第５条につきましては、給付決定通知書を受けた方が提出する

書類について定めております。 

給付決定通知を受けた後は実際の給付となりますので、保護者

と連署した誓約書に加えまして、合格を証明できる書類と、実際

の奨学金の振込みを希望する口座を指定した口座振込依頼書をご

提出いただくこととしております。 

第６条には、奨学金の給付を受けた方が在学証明書を提出する

ことを定めております。これは、合格はしたものの、何らかの理

由で入学を断念した場合、奨学金の返還をお願いする必要がござ

いますので、間違いなく入学したことの確認を取るためにご提出



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

佐 々 木 委 員 
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諌 本 委 員 

 

 

 

をいただくものとなります。 

続きまして附則でございます。 

新たな条例が制定しましたことから、日田市教育庁の課や係

名、それぞれの分掌事務について定めた「日田市教育庁組織規

則」につきましても改正が必要となりますことから、その内容を

附則で規定しております。 

具体的な改正内容につきましては、議案集の３ページに戻って

いただけますでしょうか。 

３ページにございます表の左側の改正後の欄のところにありま

すけれども、教育総務課総務企画係の分掌事務として、現在行っ

ております奨学資金に関する事務に加え、下線部分の通り、給付

型奨学金に関する事務を追加しようとするものでございます。 

その次の４ページから７ページまでにつきましては、奨学金の

申込手続や決定等に関する書類についての様式を定めておりま

す。 

再度、議案集の９ページをお願いいたします。一番下の３でご

ざいます。 

施行日につきましては、公布の日からとするもので、具体的に

は条例の施行日と同日とするものでございます。 

議案第４７号につきましては、以上でございます。 

 

ただいま説明のありました議案第４７号につきまして、ご質疑

等はございませんでしょうか。 

 

このみどりの給付型奨学金ですが、井上家さんからは長年にわ

たり市の教育行政に寄附をいただいたのですが、みどりの給付型

奨学金という名前にすることについては、井上家さんの同意を得

ているのでしょうか。 

 

みどりの給付型奨学金という名称は、井上家様の方から、この

名称に修正ということでご提案をいただいたものでございます。 

井上家文化教育振興会さんは私有林を基本財産としております

ので、そういった意味で「みどりの」という形でご提案いただい

たものと認識をしております。 

 

先ほどの説明で、日田市の奨学資金と一緒に一つの受付でやり

ますということだったので、申し込みしやすいと思うのですけれ

ども、新しい奨学金の給付申込書を出せば、日田市の奨学資金と

同じ書類で受け付けたことにするという取り扱いになるのでしょ
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古 田 委 員 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

古 田 委 員 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

うか。 

 

申込書に関しましては、奨学資金とみどりの給付型奨学金と、

それぞれの申請書に記載をしていただく必要がございます。 

ただ、添付書類につきましては、同一のものになりますので、

添付書類は併用という形をとらせていただこうと考えておりま

す。 

 

今一度確認ですけれど、このみどりの給付型奨学金の金額はお

いくらですか。 

 

高校生等が１０万円、大学生等が２０万円、入学時に給付いた

します。 

それから、高校生等につきましては４人、大学生につきまして

は５人、合わせて１４０万円という形で配分としては考えており

ます。 

 

一人の方については１回限りということですか。 

 

入学時の給付になりますので、１回になります。 

もし、その方が高校のときに受けられて、大学でもというのは

可能でございます。同じ方が高校の入学時、それから３年後に大

学の入学時にもご申請をされて通れば２回になります。 

 

給付型と返納型と２種類の奨学金があるということですか。 

 

日田市でご準備させていただいておりますのは、今回新しく創

設しました給付型の奨学金、それと貸与型といいまして、返還が

必要になるもの。これが入学時の一時金と、毎月毎月の学生生活

に必要な資金をお渡しするものの２種類ございますので、大きく

分ければ３種類になろうかと思いますけれども、入学時の一時金

ということであれば、貸与型と給付型のどちらかを選んでいただ

くことができるようになるということになります。 

 

日田市には、給付型というのは他にもたくさんあるのですか。 

 

日田市で行っているということになりますと、給付型は一つに

なりますけれども、大分県内というご質問でしょうか。 
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他市の状況とかも含めてというご質問でよろしいですか。 

 

県内では、大分市などで給付型の奨学金がございます。 

 

わかりました。日田市の場合、給付型はこれのみということ

で、今回スタートするということですね。 

 

はい、日田市ではそうなります。 

 

その他ございませんか。 

それでは、議案第４７号につきましては原案の通り可決してよ

ろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第４７号 日田市みどりの給付型奨学金に関する条例施行

規則の制定については、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４８号と第４９号は関連があるようでございます

ので、一括して説明をお願いします。 

 

議案集の１７ページをお願いいたします。 

議案第４８号 日田市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例施行規則及び日田市教育委員会に

対する事務委任規則の一部改正についてと、議案第４９号 日田

市教育委員会文書取扱規程の一部改正についてでございます。 

この２つの議案はいずれも、先ほどご説明いたしました日田市

みどりの給付型奨学金に関する条例の施行に当たりまして、所要

の措置を講ずるもので、大きく２つの規則と１つの規程の改正に

なります。 

２に法改正の主な内容として記載しておりますが、まず、議案

第４８号につきましては、大きく２つの規則の改正を行うものに

なります。 

議案集の１０ページにお戻りいただけますでしょうか。１０

ページの中ほど、第１条でございます。 

こちらでは、いわゆるマイナンバーを利用した事務に関する手

続を定めた「日田市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例施行規則」の改正を規定しておりま

す。 

１０ページの下から１２ページにかけての表が、具体的な改正

内容になりますけれども、まず、１１ページになります。 
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第１３条の２を追加させていただきまして、ここに教育委員会

が個人番号を使用する事務として、給付型奨学金の給付対象者の

認定や申込みの受理、申込みに関する審査などに関する事務を追

加しようとするものでございます。 

さらに、１２ページに移りますけれども、第５５条の２を追加

しまして、利用できる特定個人情報が住民票関係情報と、道府県

民税又は市町村民税に関する情報であることを追加しようとする

ものでございます。 

次に１２ページの一番下になりますけれども、第２条では、市

長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することについ

て定めた「日田市教育委員会に対する事務委任規則」の改正を規

定しております。 

１３ページに具体的な改正の表を記載しておりますけれども、

第２条の⑷に給付型奨学金を追加することで、給付型奨学金に関

する事務を教育委員会に委任する事務として追加するものでござ

います。 

続きまして、議案第４９号です。 

１４ページをお願いいたします。 

教育委員会における文書の取扱いについて定めた「日田市教育

委員会文書取扱規程」の一部改正でございます。 

この規程の第３条では、文書ごとの保存期間について別表で定

めることとしております。 

その別表第１を改正するもので、１５ページの表左側の中ほど

に下線を引いた部分がございますけれども、これを追加すること

で、給付型奨学金に関する文書の保存期間を５年とすることを規

定するものでございます。 

再度、議案集１７ページに戻っていただけますでしょうか。 

先ほどまでの改正内容につきましては、２の改正の主な内容の

ところで示させていただいております。 

３の施行日でございます。 

施行日につきましては、公布又は示達の日からとするもので、

具体的には条例の施行日と同日とするものでございます。 

議案第４８号及び議案第４９号につきましては、以上でござい

ます。 

 

議案第４８号と第４９号につきましては、採決は別々に行いた

いと思いますので、質問についても議案第４８号からお願いした

いと思います。 

ただいま説明のありました議案第４８号につきまして、ご質疑
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等ございませんでしょうか。 

 

 １点教えていただきたいのですけれども、議案第４８号につい

て、この条例に今回、給付型奨学金に関することを加えること

で、本来であれば個人情報等に関しましては、本人それから保護

者等の書面による同意などが必要かと思うのですが、今回この条

例に加えることによって、市で特定個人情報の利用が可能になる

と理解してよろしいのでしょうか。 

 

おっしゃっていただいたとおりです。 

マイナンバーを使用して、住民票情報ですとか、所得の情報で

すとか、そういったものを審査の際に使う必要がございますの

で、そのために追加するということになります。 

 

その他ございませんでしょうか。 

それでは、議案第４８号につきまして原案の通り可決してよろ

しいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第４８号 日田市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例施行規則及び日田市教育委員会に

対する事務委任規則の一部改正については、原案のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第４９号につきましてご質疑等はございませんで

しょうか。 

議案第４９号につきまして原案のとおり可決してよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、議案第４９号 日田市教育委員会文書取扱規程の一

部改正については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第５０号について説明をお願いします。 

 

議案第５０号 日田市立学校いじめ問題調査委員会委員の委嘱

についてでございます。 

議案集の１８ページから２０ページをお願いいたします。 

まず、２０ページをお願いいたします。現在の委員の皆様をお

示ししております。本委員は、学識経験者、それから弁護士、精

神科医、臨床心理士、社会福祉士で構成されており、関係団体か

らの推薦により選任をしております。 

今回は、委員の任期満了に伴い１９ページに示しております日

田市立学校いじめ問題調査委員会条例第３条及び第４条の規定に
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基づき、後任の委員を委嘱するものでございます。 

委嘱する委員の方については、１８ページにございますよう

に、５名とも再任であります。 

任期につきましては、令和６年１０月１５日から令和８年１０

月１４日までとなります。以上でございます。 

 

ただいま説明のありました議案第５０号につきましてご質疑等

ございませんでしょうか。 

関係団体から推薦という説明がありましたけれども、関係団体

について、少し確認として説明していただけますか。 

 

関係団体と申し上げたことについてですが、例えば弁護士であ

れば、大分県の弁護士会という組織に推薦を依頼するということ

でございます。精神科医であれば、精神科医の大分県の組織に依

頼をして、そこから推薦していただいているという状況でござい

ます。 

 

２０ページですけれど、任期満了を迎えられて、新たな任期は

何年でしょうか。 

 

各委員の任期につきましては、２年としております。 

 

お尋ねですけれども、今までこの委員会が発足して、会議を

行った経緯というのはありますでしょうか。 

 

はい、会議を開催し、委員にお集まりいただいたことはござい

ます。 

 

メンバーの皆さんは素晴らしい方だと思うのですが、いじめ問

題ということに対しては、地域性があるのかないのか私には分か

らないのですが、この方たちはそういうところを考慮して、日田

市の事情なんかもよく理解されていると判断してもよろしいんで

しょうか。 

 

委員をご覧になってお気づきの通り、日田市ではない方が多く

いらっしゃいます。これは、第三者委員会と別名で位置付けられ

ておりまして、あまり関係性がない方、あえて子どもたちや保護

者と関わりのない方から選任されております。 

例えば、弁護士であれば、日田市の弁護士は保護者の相談に
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のったことがある方も中にはいらっしゃいますので、第三者とな

り得ないということもありまして、推薦いただく際にはそういっ

たところも踏まえて、地域性というよりも、むしろ客観性という

ところを重視して選ばれているという実情でございます。 

 

他にございませんでしょうか。 

それでは、議案第５０号につきましては原案の通り可決してよ

ろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第５０号 日田市立学校いじめ問題調査委員会委員の委嘱

については原案の通り可決されました。 

次に報告事項について説明をお願いします。 

 

報告第１７号 マイナビ ツール・ド・九州２０２４について

ご報告いたします。 

議案集２１ページ、それからカラー刷りの添付資料をお願いい

たします。 

昨年の２０２３に引き続き、今年もマイナビ ツール・ド・九

州２０２４が開催されます。 

大会日程は、来月の１０月１１日から１４日までの４日間、北

九州市の小倉城クリテリウムを皮切りに、大分ステージは２日目

の１０月１２日土曜日の開催となっております。 

主催は、ツール・ド・九州２０２４実行委員会、それから一般

社団法人ツール・ド・九州となっております。 

参加チームにつきましては、国内外の１８チームで、国内から

１０チーム、国外からは８チームとなっております。県内のプロ

サイクルチームでありますスパークル大分も出場いたします。 

１チームは選手６名となっておりまして、出場選手数は合計で

１０８名となります。 

大分ステージの概要につきましては、黄色い添付資料に赤い線

で示しております。 

右側の別府市がスタートとなりまして、左側の日田市がゴール

となります。 

別府市の立命館アジア太平洋大学をスタートしまして、湯布

院、それから九重町長者原を経由して日田市に入り、市街地の周

回コースを２.５周して、大原八幡宮前をフィニッシュとする総

距離約１３８キロのコースとなっております。 

スタート時間は午前１０時となっておりまして、フィニッシュ

までのレース時間は、約３時間を想定しております。 

日田市に入る時間としましては、周回コースの入口となります
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教 育 長 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

古 田 委 員 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

求町付近を１２時半ごろに通過する予定となっております。 

２２ページをお願いいたします。 

今回のレースに伴いまして、コースとなる道路を中心に、資料

の裏側が日田市の拡大図面となっておりますが、そちらに示して

おりますように交通規制が実施されます。 

フィニッシュ地点となります大原八幡宮前の通りは、１１時半

から１４時１５分までの間規制されますが、コース沿道の事業所

などには事前の説明をしており、市民向けにはホームページ、Ｓ

ＮＳ、広報１０月号のほか、チラシの戸別配布でお知らせをして

いるところでございます。 

また、フィニッシュ地点近くの市役所横駐車場では、表彰式、

また、パブリックビューイングなどのイベントが開催され、大原

八幡宮前から市役所までの間を午前８時から夕方６時までの間、

歩行者天国として自転車や食などのブースが設けられます。 

時間の許す限りご覧いただければと存じます。 

報告第１７号につきましては以上でございます。 

 

では、次に報告第１８号について説明をお願いします。 

 

報告第１８号 行政職員の人事異動についてでございます。 

議案集は２４ページをお願いいたします。 

行政職員の人事異動につきまして、日田市教育委員会事務委任

規則第４条の規定に基づき、令和６年９月２４日付で専決処分を

行いました日田市教育委員会職員の人事異動について、ご報告を

させていただきます。 

令和６年１０月１日付けの人事異動でございます。 

教育委員会から市長部局への転出が２名で、教育委員会への転

入が３名でございます。 

報告第１８号につきましては以上でございます。 

 

ただいまの報告につきまして、何かご質疑等はございませんで

しょうか。 

 

専決処分というのはどういう意味でしょうか。 

 

本来であれば教育委員会に諮って議決をすべきものではござい

ますが、教育長の決裁で決めさせていただくということでござい

ます。 
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教 育 長 

 

文化財保護課が１名追加ということで考えてよろしかったです

か。 

 

見比べていただきますと分かるように、スポーツ振興課と社会

教育はそれぞれ異動で、出る方がいて後任がいるという形になり

ますけれども、文化財保護課につきましては増員という形でござ

います。 

 

増員の理由は、日田市が文化財で活躍する機会が増えるとかそ

ういうことですか。 

 

事務量のことで言えば、その辺を見比べての増員ということで

対応したものでございます。 

 

そういうふうにとらえています、ということですね。 

よろしいでしょうか。それでは報告につきましては、以上とな

ります。 

その他についてお願いします。 

 

次回の定例教育委員会の日程についてでございます。 

１０月期の定例教育委員会は、１０月３０日水曜日、１３時か

ら勉強会、１３時３０分から定例教育委員会でお願いしたいと思

います。 

 

１０月期定例教育委員会の日程は、ただいま説明のとおり１０

月３０日水曜日ということでございますがよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、そのようにお願いいたします。 

その他、何かございませんでしょうか。 

ないようでございますので、以上で９月定例教育委員会を閉会

いたします。 

大変お疲れさまでした。 

終了時刻：午後３時４９分 

 


